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今年は例年より梅雨入りが 

早いですね。早く入れば 

早く明けてくれるとよい 

のですが、そうは、いか 

ないようです。長めの梅雨と 

ならないことを願うばかりです。 

「梅雨」の語源は、中国から伝わっ

た「黴雨（ばいう）」だそうです。

「黴（ばい）」とは、“カビ”のこ

とで、雨が降り続き湿気が高く、カ

ビが生えやすい時期という意味で

す。語源はあまり良いイメージでは

ありませんが、日本ではこの言葉の

音読みから、同じ「ばい」と読むこ

の時期に美しく実る「梅」の字をあ

てたといわれています。さらに、葉

や梅の実に雨粒が残る姿が「露（つ

ゆ）」のようであることに由来して、

「梅雨（つゆ）」という言葉になっ

たという説もあります。古来から四

季折々のよさを楽しみつつ大切に

してきた日本の文化の素晴らしさ

がわかります。 

しかし、梅雨時期には大雨による

事故や災害が発生しやすくなるの

で、防災も心がけておきましょう。 

 

 

 

５月８日（木）19：00～体育館に

て「合同役員会」及び「運営委員会」

が開催されました。たくさんのＰＴ

Ａ役員の方に参加いただき、今年の

安久小学校のＰＴＡ活動計画の確

認と内容の検討をお願いしました。

お忙しい中、またお仕事でお疲れの

ところ、誠にありがとうございまし

た。 

 安久小の子どもたちのために熱

心に長時間にわたって話し合って

いただいている姿に感謝と感動の

気持ちで一杯になりました。 

 これから 

どうぞ、よろしく 

お願いいたします。 

 

 

 

 

小学校は、「学びの場」です。机上 

での教科等の学習はもちろんですが、 

将来にわたって必要となる社会性や思 

いやり、柔軟に対応できる考え方等を 

集団生活での体験を通して学びます｡ 

その基盤となるものが、「規範意識」 

です。これは、登校、挨拶・返事、授 

業（学習）、休み時間、清掃、給食・・・ 

等のそれぞれの活動におけるルールを 

守ろうと意識することです。うっかり 

守れなかったということは、だれにで 

も起こりうることですが、守れなかっ 

た自分を見つめ直し、今 

後はどうすべきなのかを 

考え実践しようとする力 

を身に付けて欲しいと思 

い、私達は日々子どもた 

ちを指導しています。 

子どもたちの将来・ 

未来のために、どうぞ 

「規範意識」の育成への 

ご家庭のご理解とご協力 

をお願いいたします。 
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ＰＴＡ役員の皆様、 

よろしくお願いいたします。 

やっさん 
学校での「自律」の育成には 

正しい「規範意識」が大切！ 
梅雨ですが、緑が美しい季節です！ 

6月の行事予定  

 

･5～6日（木・金） 

 宿泊学習（5年） 

･ 9日(月)プール開き 

･10 日(火) 見守り隊の

方との対面式 

･15日(日)  

PTA役員奉仕作業 

･22日(日)  

PTAレクレーション 

･26日（木）  

参観日（午前中） 

7月の行事予定  

 

・12日(土)やっさ祭り 

 伝統芸能等の発表 

・21日(月)                                                                                                                                               

海の日  

・22日(火) 

 第 1学期終業の日 

・28日(月)～31日（木） 

 個人面談期間 

・夏休み  

7月 23日～8月 25日 

・8月 1日（金） 

 登校日 

 

 

 

 



 

１３日（火）あいさつ運動開始  

5月13日～6月2日まで校門前に各地区交代制で「あいさつ運動」 

を行っています。気持ちのこもった元気のよい「あいさつ」で、1日が 

始まるのは、うれしいですね。 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

14日（水）交通安全教室  安全な道路の歩行や横断の仕方について 

                                  学習しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３・4年生は自転車の運転についても学習しました。ヘルメットを 

かぶりましょうね。 

20日（火）避難訓練（不審者対応）      

都城警察署の方にご指導いただきました。勉強になりました。警察署の方に 

不審者の役割をお願いしました。児童はもちろん、職員もかなり緊張していました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月の行事より 

 

校
門
と
児
童
玄
関
に
わ
か
れ

て
行
い
ま
し
た
。 

4月には地域の「見守り隊」 

の方も参加してくださいま 

した。 

一次避難所は各教室

で、二次避難所が体育館

としました。 

※ 5月 29日（木）～30日（金）は、6年生の修学旅行 

6月 5日（木）～6日（金）は、5年生の宿泊学習  です 


